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津市育休代替任期付職員採用試験の実施について 

 
 津市育休代替任期付職員採用試験を下記のとおり実施します。 

 

記 

１ 試験日 

  令和２年７月１２日（日） 

２ 試験場所 

  アスト津４階 アストプラザ ほか 

３ 受付期間 

  令和２年６月１日（月）から同月１９日（金）まで 

４ 募集職種及び受付 

 ⑴ 募集職種  

 事務職、保育士、保健師、技能員（調理員）及び幼稚園教諭 

⑵ 受付 ※郵送のみ  

(ｱ) 総務部人事課（事務職、保育士、保健師、技能員（調理員）） 

（〒５１４－８６１１ 津市西丸之内２３－１、電話番号 ０５９－２２

９－３１０６） 

(ｲ) 教育委員会事務局教育総務課（幼稚園教諭のみ） 

（〒５１４－００３５ 津市西丸之内３７－８、電話番号 ０５９－２２

９－３２９２） 

５ 概要 

  別紙１参照 

 

 



 

 
 

   津市育休代替任期付職員採用試験の実施について（概要） 
《育休代替任期付職員とは》 
育児休業を取得する職員の代替として、任期を定めて採用される職員です。 

 
１ 職種、採用予定人数及び受験資格 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
２ 津市育休代替任期付職員採用試験の申込受付は、令和２年６月１日（月）から同年６月１９日（金）までの間（土曜日、日曜日は除きます。）
において、総務部人事課（本庁舎７階 電話番号：０５９－２２９－３１０６）（幼稚園教諭の申込受付は、教育委員会事務局教育総務課（教
育委員会庁舎４階 電話番号：０５９－２２９－３２９２））で行います。郵送による申込みに限ります。 

 
３ 第１次試験  

試験日 試験場所 

令和２年７月１２日（日） 

三重会場 アスト津４階 アストプラザ 
東京会場 都市センターホテル 
大阪会場 大阪駅前第２ビル５階 

大阪市立総合生涯学習センター 

※ 詳細については、令和２年５月２５日（月）から総務部人事課、教育委員会事務局教育総務課、案内（本庁舎１階）、アストプラザ、各総
合支所、各出張所、東京事務所等で配布する受験案内等を御覧ください。 
また、津市ホームページ（http://www.info.city.tsu.mie.jp/）でも、御覧いただけます。 

職種 採用予定 
人数 

受験資格 
学歴、免許等 生年月日 

事務職 １２人程度 

⑴又は⑵の要件を満たす人 
⑴ 学校教育法による大学院・大学・短期大学・高等専門学校・専修学校（専門課
程）・高等学校・中学校又はこれらに相当すると市長が認める学校等を卒業（修
了）した人又は令和２年９月卒業（修了）見込みの人 
⑵ 市長が⑴に掲げる人と同等の資格があると認める人 

昭和４０年４月２日以降平成１
４年４月１日までに出生の人 

保育士 ２０人程度 保育士登録を受けている人又は令和２年９月までに保育士登録を受ける見込みの人 昭和４０年４月２日以降出生の
人 

保健師 ３人程度 保健師免許（保健婦、保健士）を有する人 

技能員 
（調理員） ９人程度 

中学校卒業以上の学歴を有する人 昭和４０年４月２日以降平成１
４年４月１日までに出生の人 
 

幼稚園教諭 ５人程度 幼稚園教諭普通免許状を有する人又は令和２年９月までに幼稚園教諭普通免許状を
有する見込みの人 

昭和４０年４月２日以降出生の
人 

すべての職種に共通する受験資格 
 地方公務員法第１６条（幼稚園教諭については学校教育法第９条及び地方公務員法第１６条）の各号のいずれにも該当しない人 

    ※ 免許を更新せず、令和２年１０月１日に効力を失っている場合には採用されません。 
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